
（認定基準　第３条関係） 審査チェックシートNo.0

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

県
※

確認欄
(1) 10戸以上の新築戸建て

住宅で構成される分譲
住宅団地であること

・分譲住宅団地の所在地及び地図
  埼玉県鴻巣市吹上富士見一丁目1043-3(地番)

・分譲住宅団地の規模等の概要
　第1期：12戸　(総戸数12戸)

・分譲住宅団地を構成する住宅の数、延べ面積、
敷地面積の概要
　第1期分譲：12戸　(総戸数12戸)
　延べ面積：103.92㎡～114.93㎡
　敷地面積：172.02㎡～172.19㎡

○

(2) その他法令等に違反し
ていないこと

・許可、認定等の年月日及び番号等

建築確認済証番号
1号棟 　第SJK-KX1211042075号
2号棟　 第SJK-KX1211042076号
3号棟　 第SJK-KX1211042078号
4号棟　 第SJK-KX1211042089号
5号棟 　第SJK-KX1211042079号
6号棟 　第SJK-KX1211042081号
7号棟 　第SJK-KX1211042082号
8号棟 　第SJK-KX1211042083号
9号棟　 第SJK-KX1211042085号
10号棟　第SJK-KX1211042084号
11号棟　第SJK-KX1211042077号
12号棟　第SJK-KX1211042090号

※上記の他、法令等に違反するものはありませ
ん。

○

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

認定対象要件
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（認定基準　別表１関係） 審査チェックシートNo.1

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

１　住宅の広さ 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 第1期　全12棟中12棟が

住宅の延べ面積　100㎡以上
　　　　　　　　(最低延べ面積　103.92㎡)
　　　敷地面積　120㎡以上
　　　　　　　　(最低敷地面積　172.02㎡)

○ ○

(2)

２　住宅の仕様 計画の内容（具体的に記載）
申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 玄関土間部分1㎡以上確保

広い玄関スペースには、ボールや折り畳んだ
ベビーカーなどを置ける広さがあります。

○ ○

(2) 対面形式のオープンキッチンを採用すること
で子どもの様子が確認できる計画となってい
ます。また、キッチンから目線の届くところ
にカウンターがあり、家事をしながら子ども
に勉強を教えたり、会話を楽しんだり、少し
でも多く子どもとの時間も作れます。

○ ○

必須項目

ゆとり重視型
　住宅の延べ面積100㎡以上、
　　　　敷地面積120㎡以上
　                      である。

機能重視型
　住宅の延べ面積　90㎡以上、
　　　　敷地面積 100㎡以上
　　　　　　　　　　　　である。

玄関の土間部分にベビーカーや子どもの
遊び道具などを置くため、概ね１㎡のス
ペースを確保している。

子どもへの目線が確保できるよう、対面
形式のオープンキッチンを採用するな
ど、キッチンからリビング等にいる子ど
もの様子が確認しやすい間取りとなって
いる。

※当社参考事例 

※当社参考事例 
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２　住宅の仕様 計画の内容（具体的に記載）
申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(3)

ア 勾配が６／７以下で、けあげの寸法の２
倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以
下であり、かつ、踏面の寸法が195mm以
上であること。
※回り階段の部分においては、踏面の狭
い法の端から300mmの位置における各部
の寸法とする。

イ 蹴込みが30mm以下である事。

ウ 手すりが踏面の先端からの高さが700mm
から900mmまでの位置に設けられている
こと。

エ 折り返し階段であること。ただし、他の
形式の階段で平面が踏面の２倍以上の広
さの踊り場を設けている場合はこの限り
ではない。

(4) ホルムアルデヒド対策を行っています。
天井裏の措置と内装の仕上部分は
全てF☆☆☆☆認定品としています。

○ ○

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

日本住宅性能表示基準（平成13年８月14
日国土交通省告示第1346号）別表１の６
－１ホルムアルデヒド対策（内装及び天
井裏等）における等級３を取得している
か、又は居室内の内装仕上げや居室に係
る天井裏等の下地材等に用いる特定建材
は、その全てにおいて日本工業規格
（JIS）又は日本農業規格（JAS）のＦ☆
☆☆☆表示のある建築材料等（ホルムア
ルデヒド発散建築材料に該当しないも
の）を用いている。

○ ○

住宅内の階段には踊り場を設け、1段1段の高
さを抑えることでつまづきにくく、安全に配
慮した形状となっています。

住宅内の階段は、次の全ての基準に適合
していること。ただし、ホームエレベー
タを設置している場合はこの限りではな
い。
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（認定基準　別表２関係） 審査チェックシートNo.2

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県
※

確認欄

(1)

ア 分譲住宅の入居者と既存の自治会、町内
会等の地域住民とのふれあいイベント等
の開催（入居時に少なくとも１度は実施
されるもの）

イ 子育て支援サービスの提供（ハウスク
リーニング、育児用品レンタル、電話に
よる医療相談等の優待利用等で、継続的
に実施されるものに限る）

お子様の健康な成長を応援するため、当社の
子育て応援分譲住宅認定物件において、エア
コンをはじめとする定期的なハウスクリーニ
ングの割引サービスを実施します。ご入居、
１年後、２年後、３年後と定期的にハウスク
リーニング割引サービスの内容を記載したハ
ガキを送付致します。
子育て中でお忙しいご家族のサポート。ハウ
スダストによるお子様のアレルギーの軽減。
住居に愛着を持ってお住まい頂くためのお手
伝いができればと考えます。

(2)

ア 子ども参加型イベントの開催（餅つき、
お花見、バーベキュー大会など）

イ 近隣の施設等と連携した子育て支援サー
ビスの提供（保育所・幼稚園への送迎、
子育て悩み相談など）

(3)

団地環境の工夫及び整備

次に掲げる(1)～(3)の基準のうち、１つ以上に
適合していること。

分譲住宅団地を管理する会社等が、次に掲げ
る子育て支援のためのサービス又は事業を実
施している（継続的に実施されるものに限
る）。

分譲事業者、分譲住宅団地を管理する会社
等、自治会・町内会等が、その他の子育て支
援サービス又は事業を実施している。

１
　
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
醸
成

分譲事業者が、地域コミュニティを育む取組
又は子育て支援のためのサービス等を実施し
ている。

○ ○
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（認定基準　別表２関係） 審査チェックシートNo.2

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県
※

確認欄

団地環境の工夫及び整備

(1)

　

(2)

(3) 安全性・防犯性を高めるためにオープン外構
を整備しました。
低木や低いフェンス且つ透過性の高いメッ
シュフェンスを採用することで、できるだけ
死角を作らずに住民の目が届きやすいように
計画しました。

○ ○

(4)

(5)

(6)

　

　適合する基準の数
　（各項目で１つ以上適合していること） 2 2

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

次に掲げる(1)～(6)の基準のうち、１つ以上に
適合していること。

２
　
子
育
て
環
境
の
整
備

死角のないオープン外構を整備（低い生
垣や塀など）

その他の子育て支援に関する環境整備の
実施

地域住民が主体となった子どもの見守り
活動の実施

防犯機器の設置によるタウンセキュリ
ティの実施

分譲住宅団地内の公園、集会所等を活用
した子どもの遊び場の設置

分譲住宅団地内に通学班や保育所・幼稚
園送迎のための待合スペースなどの設置

※当社参考事例 
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（認定基準　別表３関係） 審査チェックシートNo.3

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

ゆとり
重視型

機能
重視型

(1)

(2)

(3) ＬＤＫの一角にある「ファミリーカウンター」は家
族みんなが使えるカウンターです。
家族が集まるＬＤＫに勉強ができるスペースを作る
ことで、家族がいる安心感を与えながら、楽しく質
問しながら勉強ができます。また、ＬＤＫに学習環
境を設けることで、子どもが部屋で一人勉強をする
ことが少なくなり、子どもとのコミュニケーション
をとりながら、子どもの様子がわかるのでとても安
心です。

○ ○

(4) リビングを通って階段を上がる「リビング階段」や
玄関を上がって必ずリビングを通る「リビングアク
セス」。お出かけや帰ってきたときにコミュニケー
ションを交わせて家族の時間が増えると同時に、家
族を感じることのできる安心感を与えてくれます。
※１，３，５，６，７，１１，１２号棟が該当

7/12
(戸)

(5)

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

子どもの成長等にあわせた間取り変更など
に対応できるよう、スライドドアを採用す
る等の工夫をしている。

延べ面積の15％以上の面積の収納スペース
がある。

子どもが、家族とのコミュニケーションを
取りながら学べるよう、リビングやダイニ
ングなどに勉強に利用できるスペースが確
保されている。

住宅の仕様

１
　
家
族
の
絆
の
確
保
等

項　　目

リビングなどの家族の集まるスペースを中
心とした動線が確保されている。

その他家族の絆を深めるための工夫をして
いる。

※当社参考事例 

※当社参考事例 
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（認定基準　別表３関係） 審査チェックシートNo.3

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

ゆとり
重視型

機能
重視型

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

住宅の仕様

項　　目

(1)

ア 衝突時の危険を防止するため、次のいずれ
かの措置を講じている。
ⅰ）柱の面取り加工や出隅部に角が出
    ないようになっている。
ⅱ）扉の反対側にいる人の気配が分か
    るようになっている。
ⅲ）その他の衝突防止の措置を講じて
    いる。

イ 不用意な子どもの感電を防止するため、コ
ンセントにカバーを設置する等の工夫して
いる。

(2)

(3)

(4) 掃き出し窓には「シャッター雨戸」。水廻り（浴
室・洗面・トイレ等）には「面格子付サッシ」。そ
の他1Ｆの窓には「防犯ガラス」を使用。これらの優
れた防犯設備が、暮らしの安心をさらに高めます。

○ ○

(5)

(6)

子どもが危険な場所（台所、浴室、ランド
リーなど）に近寄れないようにするため、
進入を防止する建具やチャイルドフェンス
などを設置している又は設置できるように
壁裏に下地を施工している。

建具による指の挟み込みを防止するため、
指を挟み込みにくい形状のサッシ、ドアの
蝶番又はドアクローザーを採用している。

１階開口部等への面格子の設置や防犯ガラ
ス又は防犯性の高い施錠設備を採用してい
る。

その他子どもの安全性の確保のための工夫
をしている。

警備会社と連携したホームセキュリティシ
ステム等の設備による防犯対策を講じてい
る。または、埼玉県住まいづくり協議会の
防犯アドバイザーに登録している者からア
ドバイスを得ている。

子どもの安全性を確保するため、次に掲げ
る対策をしている。

２
　
子
ど
も
の
安
全
性
確
保

シャッター雨戸 

防犯ガラス 

面格子付サッシ 
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（認定基準　別表３関係） 審査チェックシートNo.3

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

ゆとり
重視型

機能
重視型

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

住宅の仕様

項　　目

(1) サッシ：(YKKap)エイピアJ
　　　　等級T-1　(旧遮音 25等級線)

障子のエアタイトと上下風止め板により外気の流入
を防ぎ、高い気密性により遮音性能に優れていま
す。

○ ○

(2)

(3)

ア 子どもを抱いて出入りしたり、子ども
が使用しやすいようにするため、玄関
ドアの握り手にレバー型・プッシュプ
ル型を採用している。

イ 道路から玄関周辺まで段差が無い構造
としている。

(4) 緑地を15％以上確保するように計画し、庭には芝生
を配置して家族で遊べるスペースがあり、親子のキ
ズナが深まります。

○ ○

　適合する基準の数
　（各項目で１つ又は２つ以上適合していること） 4 4

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

敷地面積の10%以上の広さの緑地を設置し
ている。

外部への音漏れを軽減するため、サッシ等
の外壁側の開口部に日本工業規格（JIS A
4706）等級T-1(25等級線)以上の材料を使
用している。

子育てに必要な情報入手や子どもの学習に
活用でできるよう、各居室にブロードバン
ドに対応できる設備を有している。

住宅への出入りをスムーズに行えるように
するため、次に掲げる対策をしている。

３
　
居
住
環
境
の
確
保

その他子育てに役立つ居住環境対策を行っ
ている。

(5)

※当社参考事例 

上部風止め板 

エアタイト 
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（認定基準　別表４関係） 審査チェックシートNo.4

分譲住宅団地の名称：きずなたうん鴻巣市吹上富士見1期

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 分譲住宅団地の半径1,200ｍ以内の子

育て支援施設※１の数
・５か所以上…３点
・２か所以上５か所未満…２点
・１箇所…１点

吹上中央幼稚園…210m
中央たんぽぽ保育園…190m
吹上富士見保育園…610m

2 2

(2) 分譲住宅団地から小学校の距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

吹上小学校…430m

2 2

(3) 分譲住宅団地から他の教育施設※２
までの距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

吹上中学校…110m
図書館…230m

3 3

(4) 分譲住宅団地から公園、緑地設まで
の距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

富士見公園…350m

3 3

(1) 分譲住宅団地から病院又は診療所※
３までの距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

おおさきクリニック(一般内科)…240m

3 3

(2) 分譲住宅団地から商店街※４までの
距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

セブンイレブン…280m
スギ薬局…360m
フードオフストッカー…560m

3 3

合計点数（１２点以上であること） 16 16

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

注)
※１
※２

※３
※４

立地

２
　
生
活
関
連
施
設
か
ら
の
距
離

１
　
子
育
て
を
支
援
す
る
施
設
の
状
況

その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館、美術館その他これらに
類するものをいう。

病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。
コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は１店舗でも該当する。

子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援センターをいう。
各施設までの距離は直線距離とし、分譲住宅団地の敷地の主要な出入口から計測したものとする。
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